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動物実験に関する検証結果報告書

松山大学

動物実験に関する外部検証事業

(公益社団法人日本実験動物学会)

平成 31年 3月



平成 30年度 検証結果報告書 (松 山大学 )

日実動学一外検発 第 H30-15号一報

平成 31年 3月 14日

松山大学

学長 溝上 達也 殿

貴機関における動物実験の実施体制に関して、提出された自己点検・評価報告書に対

する検証結果を通知 します。

公益社団法人 日本実験動物

理事長 浦野

対象機関 :

申請年月 日 :平成 30年 6月 22日

訪問調査年月 日 :平成 30年 11月 13日

調査員 :主査 大和田一雄 (岡 山理科大学 )

副査 津田 雅之 (高知大学 )

検証の総評

松山大学は大正 12年 に創立された松山高等商業学校を始祖 とし、その後松山経済

専門学校 (昭和 19年 )、 松山商科大学 (昭和 24年 )を経て、平成元年に現校名 とな

り、現在 5学部 6学科を擁する総合大学である。 この間、平成 18年 に薬学部医療薬

学科が開設 され、動物実験はこの薬学部のみで行われてお り、実験動物の飼養保管施

設は薬学部棟に 1か所存在する。文部科学省の 「研究機関等における動物実験等の実

施に関する基本指針」 (以下、「基本指針」 とい う。)に則 り「松山大学動物実験実施

規程」 (以 下 「規程」とい う。)が定められ、機関長の責任のもと動物実験委員会が組

織 され、動物実験計画の審査が行われているc遺伝子組換え実験に関する規程 (松山

大学遺伝子組換え実験安全管理規定)や緊急時の対策 (松 山大学薬学部動物実験施設

における地震や火災等の災害発生時の緊急対応マニュアル)も 定められてお り、安全

管理に対する対応 も適正であるcま た、飼養保管に関する手順書等 も概ね整備 され、

環境省の 「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関す る基準」 (以 下、「飼養保

管基準」 とい う。)に則 した適正な実験動物の飼養保管体制が整っている。なお、規

程 (最終改定平成 29年 11月 30日 )の表記のなかに、一部、引用法令、指針等の表

記に誤記があるので、見直 しの うえ早急に訂正 されたい。
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検証結果

I.規程及び体制等の整備状況

1.機関内規程

2.動物実験委員会

1)機関による自己点検 。評価結果

■ 基本指針に適合する機関内規程が定められているc

□ 機関内規程は定められているが、一部に改善すべき点がある。

□ 機関内規程が定められていない。

2)自 己点検・評価の妥当性

「松山大学動物実験実施規程」および組織体制図が定められてお り、基本指針および飼養保管

基準に準拠 した内容が規定されている。よって、機関内規程について、自己点検・評価の結果は、

妥当である。

3)検証の結果

E 基本指針に適合する機関内規程が定められている.

□ 機関内規程は定められているが、一部に改善すべき点がある。

□ 機関内規程が定められていない。

4)改善に向けた意見

規程の本文中に一部に、引用法令、指針等の表記に誤記が見受けられるので、早急に訂正され

たい。

1)機関による自己点検・評価結果

■ 基本指針に適合する動物実験委員会が置かれている。

□ 動物実験委員会は置かれているが、一部に改善すべき点がある。

□ 動物実験委員会は置かれていない。

2)自 己点検・評価の妥当性

規程第 4章には動物実験委員会に関する定めがあり、その内容は適正である。また、基本指針

に求められる 3種のカテゴリーの委員を含む 6名 の委員から構成 された動物実験委員会が機関長

のもとに組織 されている。よって 、動物実験委員会について、自己点検・評価の結果は、妥当で

ある。

3)検証の結果

■ 基本指針に適合する動物実験委員会が置かれている。

□ 動物実験委員会は置かれているが、一部に改善すべき点がある。
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□ 動物実験委員会は置かれていない。

4)改善に向けた意見

特にな し。

3.動物実験の実施体制

1)機関による自己点検・評価結果

■ 基本指針に適合 し、動物実験の実施体制が定められているc

□ 動物実験の実施体制が定められているが、一部に改善すべき点があるc

□ 動物実験の実施体制が定められていない。

2)自 己点検・評価の妥当性

規程に基づいて、動物実験計画にかかわる各種様式が定められている。機関長のもと動物実験

計画書の審査体制も整っている。よって、動物実験の実施体制について、自己点検・評価の結果

は、妥当であるc

3)検証の結果

■ 基本指針に適合 し、動物実験の実施体制が定められている。

□ 動物実験の実施体制が定められているが、一部に改善すべき点がある。

□ 動物実験の実施体制が定められていない。

4)改善に向けた意見

特になし。

4.安全管理を要する動物実験の実施体制

1)機関による自己点検・評価結果

■ 該当する動物実験の実施体制が定められている。

□ 該当する動物実験の実施体制が定められているが、一部に改善すべき点がある。

□ 該当する動物実験の実施体制が定められていない。

□ 該当する動物実験は、行われていないっ

2)自 己点検 。評価の妥当性

遺伝子組換え実験については 「遺伝子組換え実験安全管理規程」および 「安全委員会」が整備

されているЭ「病原体の感染動物実験」「有害化学物質の投与動物実験」「放射性物質の投与動物実

験」については 「薬学部動物実験施設規約」に実施を認めないと記載 され、規程には安全管理に

注意を払 うべき実験について法令遵守が明記 されている。よって、安全管理を要する動物実験の

実施体制について、自己点検・評価の結果は、妥当である。
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5.実験動物の飼養保管の体制

6.そ の他 (動物実験の実施体制において、特記すべき取 り組み及びその点検・評価結果 )

動物実験委員会は基本指針に定める 3つの背景を持つ委員から構成され、特に「その他学識経

験を有する者」として文系の専門家を加えていることが特徴的である。実験動物管理者が動物実

験委員会委員長を兼ねており、管理責任が一個人に集中している傾向があることから、中長期的

な管理体制を見据えて、役割の分担化を考慮されたい。

4

3)検証の結果

■ 該当する動物実験の実施体制が定められているc

□ 該当する動物実験の実施体制が定められているが、一部に改善すべき点がある。

□ 該当する動物実験の実施体制が定められていない。

□ 該当する動物実験は、行われていない。

4)改善に向けた意見

規程に安全管理に注意を払 うべき実験に関する記述があるので、現在は感染実験の要望がない

ものの、今後実施可能な施設の設置をする際には、関連規則もあわせて整備 されたい。

1)機関による自己点検・評価結果

■ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合 し、適正な飼養保管の体制である。

□ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

□ 多くの改善すべき問題がある。

2)自 己点検・評価の妥当性

飼養保管施設は 1か所のみであり、機関長により承認 され、管理者、実験動物管理者が配置さ

れている。また、飼養者が管理者により任命 され、飼養保管管理における責任が明確に示 されて

いる。飼養保管基準に沿った標準作業手順書やマニュアル、ならびに動物の逸走時の対応や緊急

時の対応 も定められているcよ って、実験動物の飼養保管の体制について、自己点検・評価の結

果は、妥当である。           _

3)検証の結果

■ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合 し、適正な飼養保管の体制であるc

□ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点があるc

□ 多くの改善すべき問題がある。

4)改善に向けた意見

特になしc
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1.動物実験委員会

2.動物実験の実施状況

Ⅱ.実施状況

1)機関による自己点検・評価結果

■ 基本指針に適合 し、適正に機能 している。

□ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

□ 多くの改善すべき問題がある。

2)自 己点検・評価の妥当性

年に 2回の委員会を開催 し、単年度ごとの動物実験計画を審議するとともに、随時メール審議

も併用 し、議事録も適正に記録・保管され、動物実験委員会は適正に機能 している。また、機関

長からの諮問、委員会からの答申の体制ならびにその起案記録等も正確に保存されている。よっ

て、動物実験委員会の実施状況について、自己点検・評価の結果は、妥当である。

3)検証の結果

■ 基本指針に適合 し、適正に機能 している。

□ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

□ 多くの改善すべき問題がある。

4)改善に向けた意見

特になし。

1)機関による自己点検・評価結果

■ 基本指針に適合 し、適正に動物実験が実施 されている。

□ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

□ 多くの改善すべき問題がある。

2)自 己点検・評価の妥当性

平成 29年度は 13件の動物実験計画を承認 し、すべての実施結果報告が提出されているc機関

長ならびに動物実験委員会は動物実験の実施状況を把握 してお り、基本指針に適合 し適正に動物

実験が実施 されている。よって、動物実験の実施状況について、自己点検 。評価の結果は、妥当

である。

3)検証の結果

■ 基本指針に適合 し、適正に動物実験が実施 されている。

□ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

□ 多くの改善すべき問題がある。

4)改善に向けた意見

特になし。
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3.安全管理を要する動物実験の実施状況

4.実験動物の飼養保管状況

1)機関による自己点検・評価結果

■ 該当する動物実験が適工に実施 されているD

□ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

□ 多くの改善すべき問題がある。

□ 該当する動物実験は行われていないc

2)自 己点検・評価の妥当性

規程のなかに安全管理に関する注意条項を定めている。遺伝子組換え実験安全委員会には動物

実験委員会の委員も含まれてお り、情報を共有 している。また、遺伝子組換え動物はもとよリー

般動物を飼育する飼育室においても逸走防止措置がとられてお り、事故等の発生もないЭよって、

安全管理を要する動物実験の実施状況について、自己点検・評価の結果は、妥当である。

3)検証の結果

■ 該当する動物実験が適正に実施 されている。

□ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点があるc

□ 多くの改善すべき問題がある。

□ 該当する動物実験は行われていない。

4)改善に向けた意見

特になし。

1)機関による自己点検・評価結果

■ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合 し、適正に実施されている。

□ 概ね良好であるが、 一部に改善すべき点がある。

□ 多くの改善すべき問題がある。

2)自 己点検 。評価の妥当性

飼養保管マニュアル、飼養および保管 した実験動物の種類 と数、実験動物の搬入記録、微生物

モニタリング結果等が適正に記録、保管 されている。平成 29年度では、マウス、ラット、モルモ

ットが飼養保管され、年 4回、微生物モニタリングを実施 されている。よって、実験動物の飼養

保管状況について、自己点検・評価の結果は、妥当である。

3)検証の結果

■ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合 し、適正に実施されている。

□ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点があるc

□ 多くの改善すべき問題がある。
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4)改善に向けた意見

特になし。

5.施設等の維持管理の状況

1)機関による自己点検 。評価結果

■ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合 し、適正に実施 されているЭ

□ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

□ 多くの改善すべき問題がある。

2)自 己点検・評価の妥当性

管理者により任命 された飼養者により、各種記録簿 (入退室記録、時間外入室記録、動物搬入

届、動物搬出処分死亡届、廃棄物処理マニュアル、オー トクレーブ法定点検記録など)が適正に

保管・管理 されているっ施設は平成元年薬学部開設 ともに建設 され、薬学部棟最上階 (10階)に

位置 し、他階から独立した専用施設 となっている。鉄筋コンクリー ト造 りで、良好な状態で維持

されている。よって、施設等の維持管理の状況について、自己点検 。評価の結果は、妥当である。

3)検証の結果

■ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合 し、適正に実施 されているЭ

□ 概ね良好であるが、 一́部に改善すべき点がある、

□ 多くの改善すべき問題がある。

4)改善に向けた意見

特になし。

6.教育訓練の実施状況

1)機関による自己点検・評価結果

■ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合 し、適正に実施 されている。

□ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

□ 多くの改善すべき問題がある。

2)自 己点検 。評価の妥当性

学生実習における学生も対象 として、動物実験実施者、飼養者には事前の従事者講習を義務付

けている。教育訓練講習会の受講者名簿、講習会資料も適正に保管 されてお り、基本指針や飼養

保管基準に適合 し、適正に実施 されている。よって、教育訓練の実施状況について、自己点検・

評価の結果は、妥当である。

3)検証の結果

■ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合 し、適正に実施されている。
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□ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点があるc

□ 多くの改善すべき問題がある。

4)改善に向けた意見

特になし。

7.自 己点検・評価、 1青報公開

8.その他

(動物実験の実施状況において、機関特有の点検・評価事項及びその結果 )

平成 15年に公私実協に加盟 し、種々情報を得ながら、平成 29年 11月 に規程や様式類の改正を

行い現行規程、ならびに手順書類を作成 している。他組織の動向も参考にしながら、適正に法、

指針、ガイ ドライン等の遵守に取 り組んでいる。

1)機関による自己点検・評価結果

■ 基本指針に適合 し、適正に実施 されている。

□ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

□ 多くの改善すべき問題がある。

2)自 己点検 '評価の妥当性

管理者による動物実験ならびに実験動物飼養保管状況の自己点検を行い、それに基づき動物実

験委員会で自己点検・評価が行われている。また、国立大学法人動物実験施設協議会および公私

立大学実験施設協議会 (以下、「公私動協」とい うc)が要請する情報公開項目をホームページ上

で公開している。よって、自己点検・評価、 1青報公開について、自己点検 。評価の結果は、妥当

である。

3)検証の結果

■ 基本指針に適合 し、適正に実施 されている。

□ 概ね良好であるが、一部に改善すがき点がある。

□ 多くの改善すべき問題がある。

4)改善に向けた意見

情報開示に関し、ホームベージ上の開示場所の工夫をされたい。あわせて、検証結果報告書も

開示されたい。



曰実動学卦 検芥 第H30-15号―報

検証実施証明書

松LL大学

学長 溝上 il亀也 殿

貴機関は 彼益社団法人 日本実験動物学会

外部検証委員会による「動物実験 に関する

外部検証事業」による白色点検・評価 を行い

その結果に対する検証 を本委員会が実施 した

ことを証 します

千茂31年 3月 14曰

償益社団法人 日本実、瞼

理事長 ,甫野


